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令和２年度のスタート 

校長 須藤 田鶴子  

92 名の新 1 年生を迎え、15 学級、483 名で早宮小学校の令和 2 年度が始まりました。お

子様の入学・進級、誠におめでとうございます。 
3 月は突然の臨時休業となり、子供たちも保護者の皆様もかつて経験したことのない大変

な 1 か月を過ごされたことと思います。そのような状況にありながらも、ご家庭で時間割

を作成して、学習に取り組ませたり、適切な運動の時間をとったりされたご家庭が多いと聞

き、大変ありがたく、また申し訳なく思っています。卒業式の練習はほとんどできませんで

したが、昨年度の 6 年生は立派に卒業していきました。5 年生も在校生代表としてふさわし

い姿で臨みました。他学年も登校する日に元気な顔を見せてくれました。 
本日、始業式と入学式は内容や規模、時間を短縮して実施しました。すでにご存知の通り、

再度、明日から 5 月 6 日まで臨時休業となりますので、臨時休業中の学校の対応や学年ご

との登校日などについて、現在の時点での対応をお知らせいたします。 
 

＜臨時休業中の対応＞ 
〇 臨時休業の期間 

4 月 7 日（火）より 5 月 6 日（水）まで。 
〇 学校の再開   

5 月 7 日（木）から。 
〇 登校日の設定  

2 年生～6 年生は、週に 1 回、学年ごとに曜日や登校時間を分け 1 時間程度実施しま 
す。健康観察、課題の回収・評価・返却などを行います。持ち物は各学年だよりをご 
らんください。1 年生は保護者会で必要な内容を説明し、登校日はありません。 

〇 自宅学習    
2 年生～6 年生は 4 月 9 日（木）・10 日（金）の登校日に教科書を配布します。自宅

学習の課題となるドリルなども間に合えばお渡しします。  改めてお知らせします。 
〇 子供の心と体のケア 
   スクールカウンセラーや心のふれあい相談員による電話対応をホームページ上でご

案内します。また、本日配布しました学校教育支援センターよりの「学校の臨時休業に

伴う児童生徒のメンタルケアについて」もご覧ください。3 月と同様に、校庭を開放し

ます。学年によって利用時間が異なりますので、月予定をご覧ください。なお、新 1
年生の利用も可能です。その際、お子さんが不安である場合は 1 年生の保護者の皆様

に限り、同伴は可能です。本校の名札を着用してご利用ください。 
  
 運動会、移動教室など今後の行事や予定については、区の方針が決まり次第、追ってお知

らせいたします。学校連絡メールの登録がお済みでない方、1 年生の保護者の皆様はぜひ登

録をお願いいたします。学校再開まで、学校ホームページにお知らせを載せ、ホームページ

が更新されたときは、学校連絡メールでお知らせします。 
 子供たちや保護者の皆様には、ご理解とご協力をいただくことが多々ありますが、教職員

一同、新たな気持ちで力を合わせてまいります。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 
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【校庭の開放について】 

（時間）１・２・３年生は１４時００分～１５時００分、４・５・６年生は１５時００分～１６時００分です。 

（利用にあたっての留意事項） 

・平日のみの実施で、雨天時は中止です。南門からの出入りとなります。校舎内には入れません。 

・来校時はまず、見守りの教職員のところで受付（学年、組、氏名を伝える。）をしてください。 

・お弁当やおやつを校庭で食べることはできません。自転車で学校に来ることはできません。 

・行き帰りのお子様の安全管理は、保護者の責任において行っていただきますようお願いいたします。 

生活時程 ※今年度は水曜日に６時間を行う日があります。 

４月の行事予定 

 

【登校日について】 

（各学年の登下校時刻）２・３年生…８時１５分登校、９時３０分頃下校 

４・５年生…９時１５分登校、１０時３０分頃下校 

６年生…１０時１５分登校、１１時３０分頃下校 

（持ち物）上ばき・筆記用具・連絡帳など、詳しくは各学年便りをご覧ください。 

 

 

   

 

 

 

 

 月・火・木・金曜日（Ａ時程） 水曜日（Ｂ時程） 水曜日（Ｃ時程） 土曜日 

登 校 ８：２０まで ８：２０まで ８：２０まで ８：２０まで 

朝の時間  ８：２５～ ８：４０  ８：２５～ ８：４０    

１時間目  ８：４５～ ９：３０  ８：４５～ ９：３０   ８：３５～ ９：２０  ８：３５～ ９：２０ 

２時間目  ９：３５～１０：２０  ９：３５～１０：２０   ９：２５～１０：１０  ９：２５～１０：１０ 

中休み １０：２０～１０：４０ １０：２０～１０：４０ １０：１０～１０：２５ １０：１０～１０：２０ 

３時間目 １０：４０～１１：２５ １０：４０～１１：２５ １０：２５～１１：１０ １０：２０～１１：０５ 

４時間目 １１：３０～１２：１５ １１：３０～１２：１５ １１：１５～１２：００ １１：２０～１２：０５ 

給 食 １２：１５～ １：００ １２：１５～ １：００ １２：００～１２：４５  

清 掃  １：００～ １：１５   １：００～ １：１０   

昼休み  １：１５～ １：４０  １：１０～ １：１５ １２：４５～ １：００  

５時間目  １：４０～ ２：２５  １：１５～ ２：００ １：００～ １：４５  

６時間目  ２：３０～ ３：１５ ２：０５～２：５０（最終下校 ３：０５） １：５０～ ２：３５  

最終下校 ３：４５ ２：１５ ２：４５ １２：１５ 

月 火 水 木 金 土 日 

  1 ２ 

 

３ 

春季休業日終 

４ ５ 

６ 

始業式・入学式 

臨時休業開始 

校庭の開放始 

７ 

 

８          

 

９         

登校日 

２年・４年・６年 

１０     

登校日 

３年・５年 

１１ 
校庭の 
開放なし 

１２ 
校庭の 
開放なし 

１３ 

保護者会５・６年 

午後２時３０分より 

１４        

保護者会３・４年 

午後２時３０分より 

１５ 

保護者会１・２年 

午後２時３０分より          

１６        

登校日 

２年・４年・６年 

１７          

登校日 

３年・５年 

１８ 
校庭の 
開放なし 

１９ 
校庭の 
開放なし 

２０ 

 

２１ 

 

２２ 

 

２３           

登校日 

２年・４年・６年 

２４ 

登校日 

３年・５年 

２５ 
校庭の 
開放なし 

２６ 
校庭の 
開放なし 

２７ 

 

 

２８ ２９ 

昭和の日 

校庭の開放なし 

３０ 

登校日 

２年・４年・６年 

６年生と１年生保護者児

童の顔合わせ 

（１１時３０分より） 

５/１ 

登校日 

３年・５年 

 

５/２ 
校庭の 
開放なし 

５/３ 

憲法記念日 
 
校庭の 
開放なし 

５/４ 

みどりの日 

校庭の開放なし 

５/５ 

こどもの日 

校庭の開放なし 

５/６ 

振替休日 

臨時休業日終了 

校庭の開放なし 

５/７ 

通常登校開始 

５/８ 

安全指導 

５/９ ５/１０ 

※あくまでも予定です。今後の状況で変わる可能性があります。ご承知おきください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３月２日からおよそ１か月間、練馬区全体として臨時休業を行いました。各学年ごとの「登

校する日」や修了式の日に、数時間程度の学校生活を過ごす機会はありましたが、友達との

関わりや学習活動を通した学びの積み重ねが少なくなってしまったことは否めません。行政

からの外出自粛要請がなされている状況で、不要不急の外出を控えながら、ご家庭の中で工

夫を凝らして生活されていたことと思います。新１年生の子供たちやご家庭も同様に過ごさ

れたのではないでしょうか。現状、子供たちがどのように日中の時間を過ごしているか、ご

家庭の様子はどうか、本当に心配です。 
 

令和２年度の学校生活は、５月以降に再開されることになりました。学校生活が始まるま

で、もうしばらく様々なことを我慢しながらの生活が続きます。命を守ることを最優先に、

この臨時休業の期間を乗りきりたいと考えます。以下の点について、ご家庭で話し合ったり

確認をしたりして、できる限り子供たちが安全で安心して生活できることを願っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）に関わり、心の健康管理については『臨時 ほけんだより』を、（４）に関わり、

『SNS 早宮小ルール』を学校ホームページに公開しています。ぜひご覧ください。 
 

 最後に、早宮小学校の子供たち全員が元気に新学期を迎え、ご家庭・地域の皆様にとって

「日頃と変わらぬ日常」を過ごせるようになるまで、頑張りましょう。 
                            生活指導主幹 菅野 泰弘  

子供たちの健康管理や防犯対策について 

（１）不要不急の外出をしないようにしてください。 

（２）自宅においては、規則正しい生活を送り、毎朝検温をするとともに、手洗い

や咳エチケットなどの基本的な感染症対策を行ってください。 

（３）適度な運動を心掛けましょう。  

（４）自宅で留守番をする際に、「ドアチャイム・インターホンや電話には出ない、

窓やドアを開けっ放しにしない」などの防犯対策を行ってください。  

（５）臨時休業期間中は、インターネットなどに多く触れることが考えられるため、

SNS の適切な使い方も含めて、情報モラルの視点に立ったご家庭のルールを

話し合ってください。 

（６）近隣の公園での過ごし方や遊び方について、子供たちの様子が危険だったり

心配だったりする情報が寄せられています。けがや事故につながらないよ

う、今後、学校でも登校する日に指導します。ご家庭でもご指導をよろしく

お願いいたします。 


